
 

審決取消請求事件 

 

平成２８年１０月２６日判決（知財高裁） 平成２８年(行ケ)第１０００９号 

キーワード：主引例の構成を副引例の構成に置き換える動機付け／阻害要因 

担当 弁理士 須藤淳 

 

１．事案の概要 

 原告が有する本件特許につき、被告が無効審判を請求したが、特許庁は、「請求項１～３

に係る発明についての特許を無効とする。（中略）請求項４に係る発明についての審判請求

は、成り立たない。」との審決をした。原告はこれを不服として審決取消訴訟を提起した。 

 

２．結論 

 審決取消 

 

３．本件特許 

 発明の名称：加湿器 

 登録番号 ：特許第４６６６５１６号 

 出願日  ：平成１８年 ８月２３日 

 登録日  ：平成２３年 １月２１日 

 

４．本件発明 

【請求項１】 

通気路中の送風機の回転に従い、外部の空気を吸い込んで加湿し、加湿した空気を外部へ

吹き出す加湿機であって、／前記通気路内には、前記送風機の上流域に、水を貯めるトレ

イと、このトレイに貯まっている水に下部が浸されて水分を含んだ加湿フィルタと、が配

され、／前記トレイには、前記通気路の外に配されるとともに給水タンクからの水を貯め

て前記トレイと互いに連通する補助トレイが接続されていて、／前記補助トレイに貯まっ

ている水が減って水不足の水位に達したことを検知するトレイ水位検知部と、前記送風機

の回転動作を制御する制御部とを備えており、／前記送風機の回転に従って、前記補助ト

レイ内の水面には大気圧が作用する一方で、前記トレイ内の水面には負圧が作用し、／前

記制御部は、前記送風機を回転させている加湿運転中に前記トレイ水位検知部から検知出

力を受けたとき、所定時間が経過するまで前記送風機の回転を継続させることを特徴とす

る加湿機。 

 

５．争点 

 本件発明１と引用発明との相違点の判断の誤り

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/218/086218_hanrei.pdf


 

 

６．裁判所の主な判断（下線は筆者） 

 引用例２に記載された技術事項における、給水部の水位を検知する検知装置が検知する

「一定の水位」は、引用発明におけるフロートスイッチ１４の「第１の基準位置における

接点」とは、水位の性質、すなわち、それを下回る水位でも加湿機能が適正に動作できる

か否か及び加湿機能の動作を行わせることを前提としているか否かという点において、明

らかに相違する。 

 引用例２の「一定の水位」は、フロートスイッチ１４の「第１の基準位置における接点」

とは水位の性質（それを下回る水位でも加湿機能が適正に動作できるか否か及び加湿機能

の動作を行わせることを前提としているか否かという点）において明らかに相違し、かつ、

引用発明には、上記性質において共通する「第２の基準位置Ｈ２における接点」が既に構

成として備わっているにもかかわらず、引用発明において、フロートスイッチ１４の「第

１の基準位置における接点」を引用例２の「一定の水位」を検知する構成に置き換える動

機付けがあるということはできない。 

 さらに、引用発明におけるフロートスイッチ１４の「第１の基準位置Ｈ１における接点」

を、引用例２に記載された技術事項（それを下回る水位が検出された後も加湿機能の動作

を行われせることを前提した「一定の水位」を検出対象とするもの）に置き換えると、引

用発明におけるフロートスイッチ１４の「第１の基準位置Ｈ１における接点」は、液面高

さが「第１の基準位置」を下回ったことを検出しても加湿機能を引き続き動作させること

になるから、引用発明におけるフロートスイッチ１４の「第１の基準位置Ｈ１における接

点」に係る構成により奏するとされる、加湿部の動作を自動的に停止して液体収容槽の液

体の残量がないときにファンを無駄に動作させることを防止できるという効果（【０００

９】）は、損なわれることになる。 

 そうすると、引用発明におけるフロートスイッチ１４の「第１の基準位置Ｈ１における

接点」を、引用例２に記載された技術事項である、「一定の水位」を検知する構成に置き

換えることには、阻害要因があるというべきである。 

以上 


